
賃金アップ・職位手当一部アップを実施しました。

【目的】

物価高騰を受け、社員の皆さんの生活の安定とモチベーションアップを図るため、給与を平均5%アップ

および一部職位手当の金額アップを実施しました。

【内容】

・給与 ⇒ 技術力に応じて、給与が平均5%アップになるように技術手当をアップ

・職位手当 ⇒ 主任、班長、副班長の手当をアップ

【適用】

2023年4月分給与より（5月10日支給分）
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４．働きやすい環境への取組

【賃金アップ・職位手当一部アップ実施】


